
埼玉エリアにおける「フレッツ・テレビ」 及び「スカパー！光」等の

提供エリア拡大と申し込み受付開始について

１．平成２１年１１月におけるサービス提供拡大およびお申し込み受付開始エリアについて

※上記提供エリア内でも、サービスのご利用をお待ちいただいたり、サービスをご利用いただけない場合が
あります。

※上記サービス提供拡大エリアの詳細については、【別紙】をご参照ください。

平成２１年１０月１９日

提供エリア お申し込み受付開始日時 サービス提供予定日

北葛飾郡松伏町、三郷市、
吉川市の全域
さいたま市岩槻区、上尾市、
桶川市、春日部市、蓮田市、
の一部地域

平成２１年１０月２０日（火)
午前９：００

平成２１年１１月中旬

「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！光」のお申し込み受付およびサービス提供は以下のエリアです。

株式会社オプティキャスト
NTT東日本埼玉支店

（報道発表資料）

スカパーＪＳＡＴ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員社長 秋山政徳）の
子会社である株式会社オプティキャスト（本社：東京都港区、代表取締役社長：川西 将文、以下オプ
ティキャスト）は、 「フレッツ・テレビ」※1及び「スカパー！光」の提供エリアを、平成２１年１１月中旬を
目途に埼玉県さいたま市岩槻区、上尾市、桶川市、春日部市、北葛飾郡松伏町、蓮田市、三郷市、
吉川市に拡大いたします。

また、上記にあわせてＮＴＴ東日本では、「フレッツ光」※2を利用して放送事業者が提供する放送
サービスを伝送する「フレッツ・テレビ伝送サービス」の提供エリアを拡大します。

これにより、「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！光」について、平成２１年１０月２０日（火）より別紙
のエリアにおいてもお申込受付を開始します。

※1：「フレッツ・テレビ」とは、NTT東日本が提供する電気通信サービス「フレッツ光」、「フレッツ・テレビ伝送サービス」の

契約と、オプティキャストが提供する「オプティキャスト施設利用サービス」の契約により、アンテナ無しで地上放送

（デジタル/アナログ）とＢＳ放送（デジタル/アナログ）が受信できるようになるサービスです。

詳細は、以下のホームページでご覧ください。

「フレッツ・テレビ」：フレッツ公式ホームページ（http://flets.com/ftv/index.html）

「スカパー！光」 ：スカパー！光ホームページ（http://www.opticast.jp）

※2：ＮＴＴ東日本が提供する「Ｂフレッツ」「フレッツ 光ネクスト」の総称



２．お客さまからのお申し込み、お問い合わせ

（１） インターネットからのお申し込み、お問い合わせ

■スカパー！光ホームページ：http://www.opticast.jp

■フレッツ公式ホームページ：http://flets.com/ 

（２） 電話でのお申し込み、お問い合わせ

■オプティキャスト

「スカパー！光」カスタマーセンター （総合窓口）
電話番号：０４５－２７９－７７７７ または ０５７０－０１３－９９９
受付時間：１０：００～２０：００ （年中無休）

■NTT東日本
電話番号：０１２０－１１６１１６ （携帯電話・PHSからもご利用いただけます。）
受付時間：９：００～２１：００ （土・日・祝日も受け付けております。

年末年始１２／２９～１／３を除きます。）



【別紙】サービス提供拡大およびお申し込み受付開始エリアについて

※サービス提供地域、時期等については追加・変更する場合がございます。
※本表に記載の行政区内でも、サービスのご利用をお待ちいただいたり、一部ご利用いただけない地域がございます。

次の行政区内において「フレッツ・テレビ」及び「スカパー！光」のお申し込み受付、サービス提供を

開始予定です。

お申し込み受付

開始日
提供予定日 サービス提供拡大エリア

平成２１年
１０月２０日（火）

平成２１年
１１月中旬

埼玉県さいたま市岩槻区

愛宕町、飯塚、岩槻、浮谷、大口、太田１～３丁目、大戸、大野島、大森、大谷、尾ケ崎、尾ケ崎新田、釣上、

釣上新田、加倉１～５丁目、掛、柏崎、金重、黒谷、笹久保、笹久保新田、城南１～５丁目、城町１～２丁目、

真福寺、末田、高曽根、仲町１～２丁目、長宮、並木１～２丁目、新方須賀、西原、西原台１～２丁目、

西町１～５丁目、野孫、原町、東岩槻４～６丁目、東町１～２丁目、日の出町、府内１～４丁目、平林寺、

本宿、本町１～６丁目、本丸１～４丁目、馬込、増長、南下新井、南平野、箕輪、宮町１～２丁目、美幸町、

村国、谷下、横根、加倉の各全域

および岩槻区南辻、上野の各一部

埼玉県上尾市

泉台３丁目、井戸木２～３丁目、中分５丁目、藤波１～４丁目の各全域

および泉台２丁目の一部

埼玉県桶川市

泉１～２丁目、上日出谷、鴨川１～２丁目、川田谷、下日出谷、若宮１～２丁目、下日出谷西１～３丁目の

各全域

埼玉県春日部市

赤沼、牛島、内牧、梅田、梅田１～３丁目、大枝、大沼１～７丁目、大畑、大場、粕壁東１～６丁目、

上大増新田、上蛭田、小渕、栄町１～３丁目、下大増新田、下蛭田、新川、薄谷、中央１～８丁目、銚子口、

道口蛭田、道順川戸、武里中野、新方袋、八丁目、花積、浜川戸１～２丁目、樋堀、樋籠、藤塚、不動院野、

本田町１～２丁目、増戸、増富、増田新田、緑町１～６丁目、南１～５丁目、南栄町、南中曽根、八木崎町、

谷原１～３丁目、谷原新田、六軒町、豊野町１～３丁目、豊町１～６丁目、粕壁、粕壁１～４丁目、一ノ割、

一ノ割１～４丁目、備後西１～５丁目、備後東１～８丁目、梅田本町１～２丁目、西八木崎１～３丁目の

各全域

および千間１丁目の一部

埼玉県北葛飾郡松伏町

魚沼、大川戸、金杉、上赤岩、下赤岩、田島、築比地、松伏、ゆめみ野１～６丁目、田中１～３丁目、

松葉１～２丁目、ゆめみ野東１～４丁目、田島東の各全域

埼玉県蓮田市

綾瀬、江ケ崎、御前橋１～２丁目、上１～２丁目、川島、黒浜、笹山、城、末広１～２丁目、関山１～４丁目、

椿山１～４丁目、蓮田、東１～６丁目、本町、馬込、緑町１～３丁目、南新宿、見沼町、西城１～３丁目、

西新宿１～６丁目、桜台１～３丁目、山ノ内の各全域

および閏戸の一部

埼玉県三郷市

東町、泉、市助、岩野木、鎌倉、上口、上口１～３丁目、幸房、笹塚、新和１～５丁目、高州１～４丁目、

天神１～２丁目、戸ケ崎、戸ケ崎１～５丁目、花和田、番匠免、番匠免１～３丁目、彦江、彦江１～３丁目、

彦川戸１～２丁目、彦倉、彦倉１～２丁目、彦沢、彦沢１～３丁目、彦野、彦野１～２丁目、茂田井、谷口、

谷中、寄巻、栄１～５丁目、三郷２丁目、鷹野１～５丁目の各全域

および大広戸、上彦川戸、上彦名、駒形、下彦川戸、仁蔵、南蓮沼、三郷１丁目、三郷３丁目の各一部

埼玉県吉川市

会野谷１～２丁目、会野谷、旭、飯島、加藤、上内川、上笹塚１～３丁目、上笹塚、川富、川野、川藤、木売、

木売新田、共保、小松川、栄町、皿沼１～２丁目、鹿見塚、下内川、拾壱軒、新栄１～２丁目、須賀、関、

関新田１～２丁目、関新田、高富、高久、道庭、土場、富新田、中井１～３丁目、中井、中川台、

中島１～３丁目、中島、中曽根、鍋小路、八子新田、半割、平方新田、平沼、深井新田、二ツ沼１～２丁目、

二ツ沼、保、南広島、三輪野江１～２丁目、三輪野江、吉川、吉川団地、吉屋１～２丁目、吉屋、中野、

木売１～３丁目、高富１～２丁目、高久１～２丁目、道庭１～２丁目、中曽根１～２丁目、平沼１丁目、

保１丁目、吉川１～２丁目、きよみ野１～５丁目の各全域


